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第２章 計画の前提条件 

１ 上位・関連計画における道路の位置付け 

① 人吉市都市計画マスタープラン 

将来都市構造においては、本市における交通の主軸となり都市の骨格形成に大きな影響を与

える「交通軸」を設定しています。 

骨格的な交通軸として、九州自動車道の人吉 ICと人吉球磨 SIC を活かし、市内道路交通網、

周辺地域と本市を連絡する放射状の幹線道路の有機的な結合により、利便性の高い物流・交流

ネットワークを確立し、災害時には緊急避難道路や緊急物資輸送のルートとしての機能も持た

せるとしています。 

 

 

【骨格的な交通軸】 

※出典：「人吉市都市計画マスタープラン」（令和６年３月） 
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【将来都市構造図（都市計画区域）】 

※出典：「人吉市都市計画マスタープラン」（令和６年３月） 
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道路配置の基本方針としては、幹線道路による放射状道路、外環状道路、内感情道路からな

る放射状道路網を基本とし、通過交通進入低減による市街地環境の保全と、市外との連絡性を

確保した利便性が高く効率の良い道路ネットワークの形成を図るとしています。 

 

【道路網の分類】 

※出典：「人吉市都市計画マスタープラン」（令和６年３月） 

道路整備の方針としては、その機能により以下のように類型化し、それぞれについて整備方

針を明らかにするとしています。 

このうち、幹線道路・補助幹線道路について、災害時の避難路としての機能が期待される市

道については、令和２年７月豪雨後の検証等において整備改良が必要な路線として選定を行い、

優先的に年次的な整備を進めるとしています。 

 

【道路類型】 

※出典：「人吉市都市計画マスタープラン」（令和６年３月） 
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【交通体系整備方針図（都市計画区域）】 

※出典：「人吉市都市計画マスタープラン」（令和６年３月） 
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② 人吉市立地適正化計画 

防災指針における取組方針として、災害リスクの低減を図る取り組みとして、避難路のネッ

トワークの検討・設定や交通ネットワーク、ライフラインの機能強化が挙げられています。 

具体的な取組として、避難路の整備（主要な避難路の整備、緊急輸送道路、避難路沿道の安

全化対策）、避難路沿道の急傾斜地対策、村山台地を活用した安全な避難場所の確保等が挙げら

れています。 

 

 

 

 

 

【防災指針における具体的な取組】 

※出典：「人吉市立地適正化計画」（令和６年３月） 
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具体的な取組の内容と位置を整理したものを下図に示します。想定最大規模（L2）の洪水は、

用途地域の大部分が浸水深 5.0m となり、球磨川流域治水プロジェクトが完了してもリスクが

残ることから、防災マップによる災害リスクの周知や災害時に備えた避難訓練や防災訓練の実

施等、“ソフト対策”による対応を進めていくとしています。 

 

 

【防災指針における地区別の取組】 

※出典：「人吉市立地適正化計画」（令和６年３月） 
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③ 人吉市地域防災計画 

令和６年度人吉市地域防災計画書では、「避難路は災害を想定した上で住宅や事業所等から

避難所及び避難地等へ至る経路のことをいい、人吉市復興まちづくり計画に基づく避難路整備

計画（※本計画）に基づき、円滑な避難が可能となる道路機能を有する道路である」とし、避

難路整備路線を定めています。 

 

 

市は、資料２６に示す避難道路ネットワークの形成に向けて、「人吉市復興まちづ

くり計画（避難路編）」に基づき、避難路整備に努めることとする。 

 

 

【緊急輸送道路及び避難路の位置付け】 

※出典：「令和６年度 人吉市地域防災計画書」（令和６年５月 21 日決定）を基に、 

令和７年度改定案として加筆 
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※出典：「令和６年度 人吉市地域防災計画書」（令和６年５月 21 日決定）を基に、 

令和７年度改定案として加筆 
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令和６年度人吉市地域防災計画書では、緊急輸送道路を下図のように定めています。 

 

 

【緊急輸送道路策定図】 

※出典：「令和６年度 人吉市地域防災計画書」（令和６年５月 21 日決定） 
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④ 人吉市復興まちづくり計画 

人吉市復興まちづくり計画では、球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの時間軸を踏まえた

復興まちづくりの前提を、以下のように整理しています。 

 

豪雨災害等の対策は、流域治水プロジェクトに基づき国・県・市による治水対策を推進して

おり、当面の５～10 年程度の期間に実施する事業は「球磨川水系緊急治水対策プロジェクト」

として推進されています。 

流域治水対策プロジェクト完了後には、令和２年７月豪雨と同様の降雨では人吉市の市街地

は浸水しない想定とされているため、本市の復興施策は、当該計画の実現を前提として事業を

推進しています。 

ただし、上記プロジェクトが未完了の期間（約 10 年間）や、想定最大規模降雨（L2）時で

は、市街地が広範囲に浸水する可能性があり、逃げ遅れ防止のための避難対策の充実が重要と

なります。 

具体的には、情報伝達機能の強化、避難場所・避難路の整備、緊急時の垂直避難場所の確保、

自助共助の体制構築、避難所運営の改善等の取組を推進しており、市民・地域・事業者・行政

の連携により、継続的に取り組むことが必要です。 

 

【災害に負けないまちづくり 現状と課題】 

※出典：「人吉市復興まちづくり計画」（令和７年４月改定版） 

 

【球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの実施計画（予定）】 

※出典：国土交通省九州地方整備局八代河川国道事務所ホームページ 
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■プロジェクト進捗段階別の浸水想定区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図出典：「球磨川水系流域治水プロジェクト」、「第 4 回 球磨川流域治水協議会 資料」をもとに作成 

■想定最大規模降雨の場合の浸水想定 

 

図出典：球磨川浸水想定マップ（想定最大規模） 

現況 
①第一段階完了時点 （掘削及び輪中堤・ 

宅地かさ上げまで完了した時点） 

③第二段階完了時点 

（人吉地区の河道拡幅、引堤まで完了した時点） 

④緊急治水対策プロジェクト完了時点 

（流水型ダム、市房ダム再開発の完成時点） 
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復興まちづくりの進捗について、避難対策については下記のように整理しています。 

 

○災害後、指定避難所の見直しや情報発信・伝達機能の強化、地域防災力の強化に向けた取組

等を進めてきました。流域治水プロジェクト完了までの期間は、令和２年７月豪雨と同規模

の降雨時に市街地の浸水リスクを伴うことから、今後も、命を守る避難対策について、ハー

ド・ソフト両面の取組推進が必要です。 

○避難路整備については、今後、「復興まちづくり計画（避難路編）」に基づき段階的な整備を

推進予定であり、避難場所の整備と併せて、予定事業の円滑な推進が求められます。 

○防災意識の普及啓発や地域防災力の向上に向けた取組、民間施設との協定、避難所運営の改

善等については、今後も継続的な取組を実施し、全国で頻発する災害の教訓の反映等により

定期的な見直しを行うことにより、取組内容の充実や実効性を高めていくことが必要です。 

 

【避難対策の進捗】 

※出典：「人吉市復興まちづくり計画」（令和７年４月改定版） 

分野別施策のうち「②力強い地域経済の再生」の施策として、再建に課題のある地区におけ

る面的なまちづくりの推進を掲げており、避難路・緊急輸送道路としての都市計画道路等の整

備を進めていくこととしています。 

②再建に課題のある地区における面的なまちづくりの推進 

被災市街地復興推進地域に指定した青井地区、中心市街地地区の一部は、土地区画整理事業

により、面的なまちづくりを推進します。 

青井地区は、避難路・緊急輸送道路（国道４４５号）としての都市計画道路等や一時避難場

所となる公園の整備を行い、防災性の向上を図ります。 

併せて宅地の造成および適切な公共施設の整備改善により、未接道宅地や生活道路等の住環

境の改善、賑わい創出のための拠点整備等による宅地の利用増進等を推進し、被災市街地の復

興を図ります。 

中心市街地地区は、紺屋町の一部の地域で、未接道宅地の解消のため新たな区画道路を整備

するとともに、一時避難場所となる公園を整備します。 

また、熊本県が管理する山田川の河川改修事業との連携により、事業区域内のかさ上げの実

施や沿川の土地利用を推進し、被災市街地の復興を図ります。 

 

具体の取組 
対象地域 

全市展開 地区別展開 

・人吉都市計画事業紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業の

推進 
― 中心市街地地区 

・人吉都市計画事業青井被災市街地復興土地区画整理事業の推

進 
― 青井地区 

・地区計画の策定 
― 

中心市街地地区、

青井地区 

【再建に課題のある地区における面的なまちづくりの推進の施策】 

※出典：「人吉市復興まちづくり計画」（令和７年４月改定版） 
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分野別施策のうち「③災害に負けないまちづくり」の施策として、避難路ネットワークの構

築を掲げており、復興まちづくり計画（避難路編）の推進、緊急輸送道路や避難路沿道の安全

化対策を進めていくこととしています。 

 

(２) 避難路ネットワークの構築 

令和２年７月豪雨災害の教訓や今後の災害リスクを踏まえ、災害時の円滑な避難や応急活動

に資する避難路の整備・充実を図り、避難路ネットワークの構築に取り組みます。 

 

 

①復興まちづくり計画（避難路編）の推進 

別冊の「復興まちづくり計画（避難路編)」に基づき、災害時のリードタイム（避難時間帯）

において安全な避難場所への円滑な避難が可能となるよう、道路改良事業等により避難路の整

備・強化を推進します。 

 

具体の取組 
対象地域 

全市展開 地区別展開 

・避難路整備事業の推進 ○  

・都市計画道路(下林柳瀬線)の整備 ― 青井地区 

 

②緊急輸送道路や避難路沿道の安全化対策 

災害時に避難や応急活動を行う主要路線の道路閉塞を防ぎ、安全性を確保するための対策を

推進します。 

 

具体の取組 
対象地域 

全市展開 地区別展開 

・危険ブロック塀の除去及び除去後の改修または新設に係る補

助 
○  

・避難路沿道の急傾斜地対策(県への要望) 

― 

青井地区、球磨川

左岸地区、薩摩瀬

地区、中神地区、

古仏頂町 

 

【避難路ネットワークの構築の施策】 

※出典：「人吉市復興まちづくり計画」（令和７年４月改定版） 

 

 

 

  

主 な 取 組 
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２ 復興まちづくり計画に基づく関連プロジェクトの状況 

令和２年７月豪雨による被害が甚大であった地域のうち、本市の商業・観光の拠点エリアで

ある中心市街地地区及び青井地区においては、未来型復興に向けた重要な役割を持つ地区とし

て、再び安全性の低い市街地がつくられてしまうことを防ぎ、その間に地区の整備方針や市街

地整備手法など市街地復興の方針を検討するため、九日町、紺屋町、上青井町、下青井町、宝

来町の各一部（約 21ha）を対象に、被災市街地復興推進地域の指定を行いました（2021(令和

３)年７月 21日都市計画決定、建築制限の期間は 2022(令和４)年７月３日まで）。 

整備方針については、事業計画対象区域の住民に対する意向調査や事業計画検討会、説明会

等を行いながら検討を進め、被災市街地復興土地区画整理事業の導入を選択しました（事業区

域の都市計画決定：青井地区（5.2ha、令和４年３月）、紺屋町地区（1.2ha、令和４年６月））。

事業区域の決定後は、両地区において復興まちづくり推進協議会を立ち上げ、事業計画の決定

や復興まちづくりに向けた取り組みを進めています。また、2024(令和６)年３月には中心市街

地地区、青井地区の復興まちづくりの実現手法の一つとして、両地区の都市再生整備計画を策

定しました（事業期間：令和 6～10年度）。 

 

 

【被災市街地復興推進地域】 

 

  

（約 21ha） 

（青井地区 5.2ha、紺屋町地区 1.2ha） 

（青井地区 29.3ha、中心市街地地区 10.8ha） 




